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定
額
給
付
金
を
給
付
し
ま
す

給
付
を
受
け
る
に
は
役
場
窓
口
で
申
請
が
必
要
で
す

受
付
期
間
は

４
月
２
日
木
〜
４
月
10
日
金
ま
で

◆
定
額
給
付
金
と
は
？

景
気
が
後
退
す
る
中
で
、
住
民

の
皆
さ
ん
へ
の
生
活
支
援
を
目
的

と
し
て
広
く
給
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
の
経
済
対
策
と
し
て
国

が
実
施
す
る
も
の
で
す
。

◆
給
付
対
象
者
は
？

◆
給
付
額
は
？

定額給付金をよそおった

「振り込め詐欺」にご注意を!!

○役場や国、県などが定額給付金のために、手数料な
どの振り込みを求めることは絶対にありません。

○役場がＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いす
ることは絶対にありません。

▽
平
成
２１
年
２
月
１
日
を
基
準
日

と
し
て

�
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
方

�
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
（
不
法
滞
在
及
び
短

期
滞
在
者
は
除
く
）

注意!
!

( )

( )

＊
定
額
給
付
金
申
請
書
の
記
入
方
法
に
つ
い
て
は
、
３
月

下
旬
に
各
世
帯
主
宛
へ
郵
送
し
た
、
ご
案
内
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

役
場
総
務
課
総
務
班
　

六
四
―
一
四
七
六
（
直
通
）

基
準
日
現
在
で

▽
19
歳
以
上
64
歳
以
下
の
方
は

一
人
に
つ
き
　
１
万
２
千
円

▽
18
歳
以
下
65
歳
以
上
の
方
は

一
人
に
つ
き
　
２
万
円

◆
申
請
方
法
は
？

▽
３
月
下
旬
に
各
世
帯
主
宛
へ
郵

送
し
た
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
・
押
印
し
て
、
役
場
窓
口

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
窓
口
に
持
参
す
る
も
の

申
請
書
、
通
帳
ま
た
は
通
帳
の

写
し
、
身
分
証
明
（
運
転
免
許

証
・
保
険
証
な
ど
）

▽
代
理
申
請
も
可
能
で
す
。
世
帯

主
以
外
の
同
一
世
帯
員
等
が
代

理
申
請
す
る
場
合
は
、
申
請
書

の
代
理
申
請
欄
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
（
代
理
人
の
身
分
証

明
が
必
要
）

◆
申
請
期
間
は
い
つ
？

▽
受
付
期
間

４
月
２
日
（
木
）

〜
４
月
１０
日
（
金
）

▽
受
付
時
間

平
　
日
　
８
時
３０
分
〜
２０
時

土
日
曜
　
８
時
３０
分
〜
１７
時

※
平
成
２１
年
９
月
末
ま
で
に
申
請

書
を
提
出
し
な
い
と
、
定
額
給
付

金
が
給
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

お
早
め
に
申
請
書
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
給
付
方
法
は
？

原
則
と
し
て
、
指
定
金
融
機
関

の
世
帯
主
名
義
の
口
座
に
、
世
帯

員
全
員
の
給
付
金
を
一
括
し
て
振

り
込
み
ま
す
。

※
世
帯
の
中
で
、
給
付
金
を
分
割

し
て
振
り
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

◆
給
付
日
は
い
つ
ご
ろ
？

４
月
１０
日
（
金
）
ま
で
に
申
請

を
受
け
付
け
た
分
は
、
４
月
下
旬

頃
に
口
座
へ
振
り
込
む
予
定
で
す
。

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

そ
の
後
に
受
け
付
け
た
分
は
、

お
お
む
ね
月
１
回
（
毎
月
下
旬
）

の
振
り
込
み
を
予
定
し
て
い
ま
す
。




